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・ ■ ‐ 1社会保障改革に関:する有識者検討会 (第 3回 )

1  1  :   ‐ i  議事次第  |  ■

平成 22年 11月 22日 (月 )

10:'00～ 11:30
於 :内閣府 5階特別会議室

1 開会

2 議事

(1)社会保障の改革について

(2)その他

3 閉会

配布資料 :

(資料 1)前国会議での指摘事項等について

(資料2)社会保障制度|こ関する世論調査について
'



前回会議での指摘事項等について

平成 22年 11月 22日
内閣官房社会保障改革担当室

〔 国 一般会許 (平成22年度予算)〕
歳出 92.3兆 円     歳入 92.3兆 円給付費 lo5.5兆円  財源 96.1兆 円+資産収入

直近の実績値(平成20年度)

・社会保障給付費 948兆円(Nl比 268%)
財源構成 保険料574兆円、公費327兆円

(ほか資産収入など)

社会保障の給付と負担①

:辟警瑚:酬刷を覇:鍬塾:鷺ⅢⅢ
社会保障給付費 (平成22年度予算ベース)
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地方交付税交付金等
175兆円

一般会計歳出の29.5%
二般歳出の51,0%



社会保障の給付と負担②

2010年
将来

○

○

社会保障の強化による増

高齢化等による増

社会保障関係費
(国費)

27.8リヒ円

注:2010年の数字は当初予算ベース。

高齢者3経費と消費税収の差額(消費税の財源不足(スキマ))の推移
(予算総則上、消費税の収入が高齢者3経費に充てられることとされた平成11年度からの推移 )

O消費税の財源不足(スキマ)は 、平成11年度の1.5兆円から平成22年度には9.8兆円にまで拡大。

O特に21年度以降には、基礎年金国庫負担1/2への引上げ(16年国民年金法改正)に伴い、消費税の財源不足 (スキマ)

は更に拡大。

22(年度)



(参 考 )

社会保障給付費
公費負担 (国 )

32.7兆円

社会保障給付費
公費負担 (国 )

374兆円

¬
98兆円のスキマ
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消費税収
(国分)

後機 0蔀霧

. (平成22年度)

識麟nd準産:

(平成27年度)

「20な増繭劇
(平成32年度)
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における計鍛び後中 試算0弔蛇24
(注2)高齢者3経費の額(2015年度及び2020年度)は、23年度概算要求額をベースに、後年度影響試算(平成22年 2月 公表、23～25年度の社会保障関係費を試算)を

踏まえた各経費の伸び率を用いて、機械的に2015年度及び2020年度まで延仲して推計。

(注3)制度的な機能強化綸 まない試算。

(注4)2010年 11月 時点の推計。今後の精査により、数値に異動が生じる場合がありう
″
。

税制全般の改革の視点・進め方
【平成22年度税制改正大綱(平成21年 12月 22日 閣議決定)】

税制改革の視点

税制全般の抜本改革を進めるに当たっては、以下の5つの視点に特に重点を置く。

1:納税者の立場に立って「公平・透明 日納得」の三原則を常に基本とする

2.「支え合い」のために必要な費用を分かち合うという視点を大事にする

3.税制と社会保障制度の一体的な改革を推進する

4.グローバル化に対応できる税制のあり方を考える

5.地域主権を確立するための税制を構築する

税制改革の進め方

○ 中長期的な改革の方向性は次頁以降のとおり。

→ 平成22年度税制改正はこうした取組の第一歩

○ 今後、専門家委員会の助言を
′
受けながら、内閣官房国家戦略室とも連携しつつ、

歳出・歳入一体の改革が実現できるよう、税制抜本改革実現に向けての具体的
ビジョンとして、工程表を作成し、国民に提示するも



各主要課題の改革の方向性

○納税環境整備

納税者権利憲章 (仮称)の制定、国税不服審判所の改革、社会保障・税共通の番号制
度導入、歳入庁の設置等にういて、税制調査会に設置するP丁等において検討を行う。

○個人所得課税

所得再分配機能を回復し、所得税の正常化に向け、税率構造|の改革、所得控除から税
額控除・給付付き税額控除・手当への転換等の改革を推進する。

個人住民税については、今後の所得税における控除整理も踏まえ、控除のあり方につ
いて検討を進める。

O法人課税

租独特別措置の抜本的な見直し等により課税ベースが拡大した際には、成長戦略との
整合性や企業の国際的な競争力の維持日向上、国際的な協調などを勘案しつつ、法人税
率を見直していく。

O国際課税   ‐

国際課税を巡る状況等を勘案しつつ、適切な課税・徴収を確保するとともに、企業活動
活性化のために税務執行に係るルールを明確化二適正化すべく、必要な方策を検討する。
また、租税条約について、ネットワTクの迅速な拡充に努める。

○資産課税

格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年
度改正を目指す。

○消費税

今後、社会保障制度の抜本改革の検討などと併せてt使途の明確化、逆進性対策、課
税の一層の適正化も含め、検討する。

O個別間接税

「グッド減税 ,パッド課税」の考え方に立ち、健康に配慮した税制や地球規模の課題に
対応した税制の検討を進める。

O市民公益税制(寄附税制など)

「新しい公共」の役割が重要性を増していることに鑑み、市民公益税制に係るPTを設
置し、事革に向けた検討を進める。

○地域主権の確立に向けた地方税財源めあり方
国と地方の役割分担を踏まえるとともに、

“

方が自由に使える財源を拡充するという
観点から国口地方間の税財源の配分のあり方を見直す。地方消費税の充実など、偏在性
が少なく税収が安定的な地方税体系を構築する。

7



持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた
「中期プログラム」 (抄 )

平成20年 12月 24日 間議決定
平成21年 6月 23日 =部改正

肛.国民の安心強化のための社会保障安定

1.堅固で持続可能な「申福祉・壺負担Jの社会堡瞳制度の構築

急速に進む少子 中高齢化の下で国民の安心を確かなものとするため、我が国の社会保障制度が直面する下記の 2つ

の課題に同時に取り組み、堅固で持続可能な「中福祉 。中負担」の社会保障制度を構築する。´

(1)「社会保障国民会議最終報告 (2008年‖月4日 )Jな どで指摘される社会保障制度の諸問題や「中福祉」の綻びに

適切に対応し、その機能強化と効率化を図ることにより、国民の安心につながる質の高い「中福祉Jを実現する。

(2)社会保障制度の財源 (保険料負担、公費負担、利用者負担)のうち、公費負担については、現在:その3分の 1

程度を将来世代へのツケ回し (公債)に依存しながら賄つている。こうした現状を改め、必要な給付に見合つた税
負担を国民全体に広く薄く求めることを通じて安定財源を確保することにより、堅固で登範可盤な「中福祉・中負
担」の社会保障制度を構築する。

2.安心強化と財源確保の同壁進行

国民の安心強化と持続可能で質の高い「中福祉」の実現に向けて、年金、医療、介護の社会保障給付や少子化対策
について、基礎年金の最低保障機能の強化、医療・介護の体制の充実、子育て支援の給付・サービスの強化など機能
強化と効率化を図る。このため、別添の工程表で示された改革の諸課題を軸に制度改正の時期も踏まえて検討を進め、
確立・制度化に必要な費用について安定財源を確保した上で、段階的に内容の具体化を図る。

3.安心と責任のパランスのとれた財源確保

(1)社会保障安定財源については、給付に見合つた負担という視点及び国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる
世岱が広く7AN平に分かち合う観点から、消費税を主要な財源として確保する:これは税制抜本改革の一環として実現
する。

(2)こ の際、

の全額を国

このため、

を主要な財源として安定的に賄うことにょり、現世代の安心確保と将来世代への責任のパランスをとりながら、国
地方の安定財源の確保への第一歩とする。

具体的には、上記の社会保障給付及び少子化対策に要する費用の状況や将来見通し、財政健全化の状況等を踏まえ
て、ヽ税制の抜本改革法案の提出時期までに、その実施方法と併せて決定する。



Ⅲ .

1.税制抜本改革の道筋 、

(1) 基礎年金国庫負担割合の2分の 1への引上げのための財源措置や年金、医療及び介護の社会保障給付や少子

化対策に要する費用の見通しを踏まえつつ、2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経

済状況
｀
を好転させることを前提に、消費税を含む税制抜本改革を2011年度より実施できるよう、必要な法制上

の措置をあらかじめ講じ、2010年代半ばまでに段階的に行つて持続可能な財政構造を確立する。なお、改革の

実施に当たつては、景気回復過程の状況と国際経済の動向等を見極め、潜在成長率の発揮が見込まれる段階に達

しているかなどを判断基準とし、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとする。

(2) 消費税収が充てられる社会保障の費用は、その他の予算とは厳密に区分経理し、予算・決算において消費税

収と社会保障費用の対応関係を明示する。具体的には、消費税の全税収を確立・制度化した年金・医療・介護の

社会保障給付及び少子化対策の費用に充てることにより、消費税収は全て国民に還元し、官の肥大化には使わな

い 。

2.税制抜本改革の基本的方向性

社会保障の安定財源確保を始め、社会における様々な格差の是正、経済の成長力の強化、税制のグリーン化など我
が国が直面する課題に整合的かつ計画的に対応するため、下記の基本的方向性により更に検討を進め、具体化を図る。

(1)個人所得課税については、格差の是正や所得再分配機能の回復の観点から、各種控除や税率構造を見直す。最高
税率や給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除の検討を含

む歳出面も合わせた総合的取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討する。金融所得課税
の一体化を更に推進する。      1

(2)法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な
負担に留意しつつ、課税ベースの拡大とともに、法人実効税率の引下げを検討する.

(3)消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額がいわゆ
る確立・制度化された年金、医療及び介護の社会保障給付と少子化対策に充てられることを予算・決算において明
確化した上で、消費税の税率を検討する。その際、歳出面も合ゎせた視点に立って複数税率の検討等総合的な取組
みを行うことにより低所得者の配慮について検討する。

(4)自 動車関係諸税については、税制の簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、
税制の在り方及び暫定税率を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討する。

(5)資産課税については、格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース
や税率構造等を見直し、負担の適正化を検討する。

(6)納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上と課税の適正化を図る。

(7)地方税制については、地方分権の推進と、国・地方を通じた社会保障制度の安定財源確保の観点からt地方消費
税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことによりt税源の偏在性が小さく、税収が安定的
な地方税体系の構築を進める。

(8)低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進する。



所得税法等の一部を改正する法律 (平成21年法律第 13号 )(抄 )

(平成 21年 3月 31日

二 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観′点から、社会保険料を含む企業の実質的な負

担に留意しっつ、課税ベース (課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、

法人の実効税率の引下げを検討すること。          |
三 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観′点から、消費税の全額が制度とし

て確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられること

が予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点

に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。   ヽ |

四 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の

在 り方及び暫定税率 (租税特別措置法及び地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税

率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。

五 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課

税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。

六 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。

七 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費

税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な

地方税体系の構築を進めること。

人 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリ=ン化 (環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推
進すること。

附 則      |

(税制の抜本的な改革に係る措置)

第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の三分のァヘの引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保

障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回

復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制

の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該

改革は、二千十年代 (平成二十二年から平成二十一年までの期間をいう:)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立す
.

ることを旨とするものとする。

2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たつては、景気回復過程の状況、国際経済の動

向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進

すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。

3 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。

一 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最

高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除 (給付と

税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう:)の検討を含む歳出面も合わせた総合的

な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に

推進すること。



税制調査会 専門家委員会

0専 門家委員会は、内閣官房国家戦略室と連携しつつ、税制調査会における税制抜本改革実現に向け

ての具体的ビジョンの策定等に関して助言を行うため、税制調査会の会長が企画委員会の議を経て決
定する課題について検討を行い、税制調査会に報告する。

O委員                               ヽ

委員長   神野直彦 東京大学名誉教授

委員長代理 大澤員理 東京大学教授

池上岳彦 立教大学教授、    井手英策 慶應義塾大学准教授、

植田和弘 京都大学教授、    翁 百合 榊日本総合研究所理事、

関口 智 立教大学准教授t   
・
田近栄治 ―橋大学教授、

辻山栄子 早稲田大学教授、   中里 実 東京大学教授、

三木義― 青山学院大学教授

○ 開催状況等 (平成22年 2月 24日 以降・計10回 開催)

・ 平成22年 6月 22日 税制調査会において委員長から「議論の中間的な整理」を報告
・  同年10月 19日 個別税目の議論を再開

(注)平成22年 11月 2日 現在

税制調査会専門家委員会「議論の中間的な整理」の要約

平成22年6月 22日
専門家委員会委員長 神野 直彦

専門家委員会は、税制調査会の要請を踏まえ、「80年代以降の内外の税制改革の総括」のテ‐マについて、3月 から4月 にかけて議論を行うた。
以下は、各委員から出された意見等をもとに、委員長の責任において、議論の概要をまとめたものである。審議の時間が限られていたことから、
概括的な議論が一巡した段階であり、各論点について議論を尽くせているわけではないことに留意いただきたい。

1.80年代以降の内外の主な税制改革とその評価

(1)海外における80年代以降の主な税制改革について

O海外の主要先進国においては、    ~                      .       1
① 欧州では、1970年前後という早い時期より、高齢化の進展などに伴う福祉国家化や財政赤字削減の観点から、所得課税の税収規模

を維持しつつ、付加価値税の創設・税率引上げなどにようて、財源調達機能 (「税収力」)と税・社会保障を通じた再分配機能の維持。強
化を図つてきている。

② 他方、アメリカについては、連邦税制において所得課税を中心とした税制が維持されているが:これは欧州諸国と比較して高齢化が進
んでおらず、また公的社会保障の比重が相対的に低いことが背景にあると考えられる。また、連邦と州の関係もあり、付加価値税は導

、入されていない。

(2)我が国における80年代以降の主な税制改革について
0我 が国の80年代以降の主な税制改革の基本的な考え方は、少子高齢化社会に対応するため、社会共通の費用を広く薄く分かち合うとい
う考え方の下、直接税中心の税体系から、所得。消費・資産等のパランスのとれた税体系へというものであった。

0ところが、実際には、近年、我が日経済の成長率が長期にわたり低い水準で推移する中で、
① 歳入面では、所得税などの度重なる減税や景気後退などにより税収が減少する‐方、
② 歳出面では、急速に高齢イじが進んだことにより社会保障支出が一貫して増加し、

岬非畔ず翻猾 鐸霧1濫慮蹴路艦 静
0税 による再分配機能については低下してきている。他方、税に社会保障も併せた再分配機能は上昇してきているが、これは財政赤字に
頼つて実現されている面がある。              15



2.税制抜本改革を進める上での課題と考え方

(1)税収力の回復 ― 破綻を回避し、安心と活力のある社会を実現するために

O国民が安心して暮らせる活力のある社会の実現は政府の重要な役割である。そして、租税とは、「支え合う社会」を実現するために必要な
費用を国民が分かち合うものである。                                      ´

0現在の危機的な財政状況を放置すれば、欧州の一部で生じているようなマーケットを通じた国債の信認低下や金利の急激な上昇を招き、
財政がさらに薄化して政策の自由度が制限されるだけでなく、社会保障をはじめとする公共サービスの実施が不可能になるという最悪のシ
ナリオも想定しうる。また、金利の上昇が個人・企業の債務負担の増加や民間設備投資べの悪影響をもたらす懸念もある。そして、これらを
通じて国民生活や経済全般に重大な影響が及ぶおそれがある。さらに、財政赤字は将来世代への負担先送りを意味し、世代間の不公平が
拡大する原因ともなる。                                   ´

0前政権から引き継がれたこうした負の遺産の解決を図り、国民が安心して暮らせる活力のある社会を実現するためには、政権交代を機に、
現政権において、無駄の削減などの歳出の見直しと併せ、税収力を回復することが急務となつている。そのためには、実際に相当稗庸の増
収に結びつくよう、個人所得課税、法人課税、消費課税 資ヽ産課税等の税制全般にわたる税制の抜本的な改革を行って、「支え合う社会Jの
実現に必要な費用を国民の間で広く分かち合う必要がある。

(2)再分配機能の回復

O国 民が安心して暮らせる社会を実現するためには、格差の拡大とその固定化を食い止めることが重要な課題であり、社会保障制度と併せ
て、税制の再分配機能の回復を図ることが重要な課題である。

Oこのため、所得や資産に対する課税において、累進構造を回復させる改革を行つて、税制の再分配機能を取り戻す必要がある。

0なお、給付を含めた税財政の再分配機能を真に発揮させるためには、税収力の回復を同時に図ることが必要である。それを怠り、再分配
を財政赤字を増やす形で行えば、現在の世代と将来世代との間の不公平感・格差の拡大につながるおそれがある。

(3)将来の人口構造と社会保障制度の安定的な財源確保

0支 え合う社会を実現するに当たり、税制による再分配には自ずと限界があり、社会保障制度を通じた再分配の役割が重要である.した
がって、それを支える安定的な財源を確保するための税制改革が急務である。

O高齢者の急増、勤労世代の減少という将来の見通しを踏まえると、勤労世代に偏って負担を求めるのは困難であり、社会で広く分かち合う
消 書 税 lま 重 喜 な税 日であると考 えられ る。

(4)経済成長と税制

O経済成長と国民負担率の関係については、先進国の傾向を見てみると、近年において、経済成長率が高い国の中には、国民負担率が低
い国もあれば高い国もある。

O我 が国については、税収力を回復し、持続可能な財政・社会保障制度の構築やセーフティネットの充実を図ることによって、国民の将来不_安が解消され、家計が消費を増やすといったプラスの効果が期待される。セーフティネットの確立、経済活性化、財政健全化は一体の関係に
あり、税制抜本改革の実施により、「強い社会保障」を「強い財政」で支え、「強い経済」を目指すという好循環を促す必要がある。
0経 済のグローパル化との関係では、近年の新興市場国の合頭等を背景に、税制を国際競争力の観点からさらに議論すべきとの意見と、
税負担と国際競争力とを安易に結びつけて議論すべきでないとの意見の両論があつた。また、法人税率の引下げを行う場合、課税ベースの
拡大と併せて実施すべきである。

(5)地域主権を確立するための税制

O国 と地方の役割分担を踏まえるとともに、地方が自由に使える財源を拡充するという観点から国。地方間の税財源の配分のあり方を見直
すことが必要である.

0社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築
することが必要である。

(6)納税者の納得 。理解

要機
本改革を進める上では、納税者の納得・理

子
が重要で

,り
、税制の公平感の再構築や課税逃れ防止、所得の正確な捕捉等が必

0格差の是正、公正性の追求という観点から、所得の高い者に対しより負担を求めるというメッセージを出すことは重要である。
0,消費税の使途について、社会保障と関連付けて理解を求めることが重要である。

(フ )全体として整合性のある税制抜本改革

0税収力の回復と社会保障の安定財源確保、税の言分配機能の回復及び地域主権の確立のための税制の構築を図り、セーフティネ,卜の
確立、経済活性化、財政健全化の好循環を促すためには、納税者の納得や理解を得て、全体として整合性のある税制の抜本的な改革を考
える必要がある。              ´

Oそのためには、個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等の税制全般を見直す必要がある。
Oに 満 嘩 み人哺 造救 わる中で
ら累進性のある所得税に一定の役割を担わせる必要がありヽ 税体勇

O納 税者の納得や理解を得るためには、税制をどう改革するのかを7スケジユールとともに国民に明示すべきである。
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0所得再分配後の世帯の所得について、平成20年所得再分配調査に家計調査年報から推計した消費税課税対象の消費支出を加味して作
成した粗い推計である。
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― 社会触 料

‐疇税金(,肖彙税5%)

再分配の状況〈受総額と税:保険料の負担額)

0所得再分配後の世帯の所得について、平成20年所得再分配調査に家計調査年報から推計した消費税課税対象の消費支出を加味して作
成した粗い推計である。                                             .

0家計調査において、住宅購入時の家屋分の消費税負担が含まれていないほか、自動車等の高額で購入頻度が低い購入物については十
分反映されていない可能性がある。             を2

〇 近年、高齢化の進行等により、当初所得の格養が拡大する中にあうて、再分配後の所得格
差は一定水準を維持している。年金の成熟化等に伴い、社会保障による再分配効果は上昇:

※ 所得再分配調査によれば、高齢者世帯の増加等により当初所得のジニ係数は年々大きくなつているが、
再分配所得のジニ係数は平成11年調査以降0.38前後で推移

注 ジニ係数とは所得などの分布の均等度を示す指標。0か ら1ま での値をとり、0に近いほど分布が均等であり、1に近いほど
不均等になる。所得の場合、0に近い|ま ど所得格差が小さく(1に近いほど所得格差が大きいことを示す。
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(1)基礎年金国庫負担については、国民年金法において、税制抜本改革により安定財源を確保した上

で、国庫負担を1/2とすることとされている。(国民年金法改正法附則第16条 )

(2)21・ 22年度については、財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰入れ(21年 度2.3兆 円、
22年度2.4兆円)を行い、国庫負担を1/2と した。(附則第14条の2)

(3)税制抜本改革が24年度以降になる場合、それまでの各年度においても国庫負担を1/2とするため
の財源を確保するよう、臨時の措置を講ずることとされており(附則第16条の2)、 対応を検討する

必要がある。

一
担一韓

一
国

23年度:25兆 円
保険料

費付給金年的礎基

50%

36.5%

臨時の措置を講 じなければ
36.5%に 戻る

21年度 22年度 23年度以降

24

税制抜本改革

雛卸抜本改革!|ようて所事0安定財意を確保した上で、轟種年金自庫負担1分のiを恒久花する●|■ |‐ ■||

O国民年金法

第35条第1項 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…・に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一 当該年度における基礎年金…。の給付に要する費用の総額‥・の2分の1に相当する額

O国民年金法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第104・ 8・ )

附則第13条第7項 平成 19年度から別に法律で定める年度 (以 下「特定年度 1と いう。)の前年度までの各年度における…・国民年金法第85
条第1項の規定の適用については、…・「の2分の1に相当する額 |とあるのは「に、3分の1に 1000の 32をカロえた率を乗じて得た額 |と。::

勉

附則第16条第1項 特定年度については、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律 (平成21年法律第13号 )附則第104条
の規定に従つて行われる税制の抜本的な改革をいう。)により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする。

O所得税法等の一部を改正する法律 (平成21年法律第13号 )

附則第104条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並び
に少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、漫芳普走ぎ話≒還菫嘉議載誓電話震課ぜ準部競舞野篭学醤護鋒覆幸労最鴨隠線賃帝寿華旨必要な法制上の措置を議ずるものとする。この場合において、当該改
までに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

21年産122年度
‐
は1 から■lll会計べの特例的な繰入れにょり、臨時あ財意を手当そし、自庫そ2分0た員通する:‐ |

O国民年金法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第104号 )

l

附則第16条の2第 1項                                         (平 成22年度以前の
年度を除く。)`¥暉季甕理製Z導要尊封率翠塾事ヨヱ攣囲⊇辺り動産登錘甕創」壺聖逮壺函≡夏面直憂≡蓋

=亘
、当該各年度につい

て附則第14条の2前段の規定の例により算定して得た差額 (*)に相当する額を国庫の負拒[〒る15:面蒔あ雇荊I及む斎晨上あ繕置を
講ずる1)のとする̂

(*)「差額」は、基礎年金国庫負担割合を「1/3+32/1000」から「1/2」 に引き上げるために必要な額
25

0国民年金法等の―部を改正する法律 (平成16年法律第104号 )



・医療、介護、保育サービスの充実を通じ、
①就業の場を提供し、同時に労働力を確保する
②地域経済の下支えをする (地域の雇用を確保する)

・積極的労働市場政策で、労働者の能力を引き出し、
雇用につなげる   ´

。年金や給付により、地域における購買力を下支えする
こ老後の安心を確保し、貯蓄から消費に回すことを促す

_ll会保障の課題

○ 国民の安心を支える社会保障を構築していくためには、

口安定的な財源の確保

・社会保障の機能強化

を実現する必要がある。そのためには、社会保障改革のみならず、「経済成長」、

「財政健全化」と合わせて、一体的な改革を行わなければならない。

○ このため、税制抜本改正や新成長戦略の推進等の政府全体の改革スケジュール

と合わせて社会保障改革を進める必要がある。

Oこのことを前提に以下の項目について検討を行う。

。社会保障の効率化・機能強化を通じ、
国民の安心と信頼を確保する

。社会保障の持続可能性を担保する
。若年者・女性の雇用対策や少子化対
策など現役世代の給付を拡充する

。働き方に中立な社会保障制度を確立する
・低年金対策など老後の安心を確保する

財政健全化の取組は、
財政の機能を通じて
社会保障の安定的な提供

・次世代に負担をつけ回ししない       .
。現役世代と高齢者世代のパランスの見直し(→全世代による幅広い負担)

・高齢者世代の公平な負担(世代内の助け合い)

厚‐隼‐労1働省|の1政策実現不ケジ,ュ,T`ノーレについ―て



医療・介護改革の検討
く年内取りまとめ>

子ども手当支給(23年度以降)

度に関する超党派の議論及び具体的な制度設計

基礎年金曰庫負担割合2分の
1の維持に必要な財源の確保
<23年度予算編成過程で検討> 基礎年金曰庫負担割合「2分の1」の恒久化を図る

子ども・子育て支援のため
の包括的・―元的な制度開
始

障害者総合福祉法
(仮称)の施行

新卒者雇用を中心とする
丼 生 者 ■ 用対 歯

闇
閣
幽

求職者支援制度の創設
く予算儡成過程で検討 >

労働者派遣法の改正
で 176ロ ロ 藤 口 0饉

“

菫 饉 ゝ

実践キャリア・アップ制度の具体的

“

産霊計の二六芳斜壼り圭とめ 実践キャリア・アップ制度の導入・普及等

緞1':

雇用保険目庫負担の本則戻し
く予算編威過程で検討>

隠
■
蔵

安定した財源を確保した上で、日庫負担に関
する暫定措置を自止
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“
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貧困率について(イメージ図)
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等価可処分所得の分布

等価市場所得の分布(② )
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の割合として求められる。(例えば、イメージ図の破線で示される所得分布の集団の貧困率は、社会全体の貧困率よりも高いれ うヽことになる。)

② 税・社会保険負担、社会保障給付による再分配前の所得(市場所得
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市場所得
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ある集団の等価可処分
所得の分布(① )
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世帯主が18～ 65歳で子どものいる世帯の構成員の貧困率(2000年代半ば)
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全毎二歯命(Entire Population)

日本の貧困率 市場所得(再分配前)と可処分所得(再分配後)の推移
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貧困率 (17歳以下)と家族関係社会支出の対GDP比 (OECD諸国)
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子どもの貧困率の再分配による削減効果と家族関係社会支出の対GDP比 (OECD諸国)
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貧困率 (17歳以下)と家族関係社会支出(現金口現物別)の対GDP比 (OECD諸国)
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貧困率の国際比較(2000年代半ば))

○ 日本の相対的貧困率は、OECD30カ 国中27位の水準        i
O 「子どもの貧困率」は30カ国中 19位であるが、大人が一人の「子どもがいる現役世帯」

では30位となつている。

相対的貧困率 子どもの貧困率
子どもがいる現役世帯 (世 |勝主が18歳以上65畿未満の世帯)あ■帯員の相対的含困菫
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ずしも十分な役割を果たしてこなかったことへの不信感があるものと考えら

れる。日として、これまでの経緯の中で反省すべき点は十分に反省する必要

がある。国民に納得され、安心感を与えるナショナルミニマムを確立するこ

とが、生活保護に対する正しい理解などにもつながる。

い7 本研究会の議綸を補足し、専門的な検証を深める必要があることから、以

下の 2つの課題について、別途作業を進めている。

・ 貧困・格差に起因する経済的損失の推計

・ 低所得者の消費の実態から見た最低生活費の分析

日  なお、国の定めるナショナルミニマムは地方自治体の判断で下回ることの

できない最低基準であり、地方自治体の独自性や裁量はナショナルミニマム

を上回る部分についてのみ認められる。ナショナルミニマムの保障は、地方

自治体や企業等と適切な役割分担をしつつも、最終的には国の責任で確保す

べきものである。

具体的な役割分担のあり方については、ナショナルミニマムの改定により

影響を受ける現場の当事者の意見を聞く仕組みを作りながら、国民生活・住

民生活の向上をいかに果たすかという観点から、引き続き議論を深める必要

がある。

また、憲法 25条の権利保障を具現化するために、ナショナルミニマムが侵

害された場合の権利回復のための法規定も整備する必要があるとの意見があ

った。

1.ナショナルミニマムの歴史的経緯

(1)ナショナルミニマムの登場

1,1 ナショナルミニマムの議論を歴史上母も早い時期に展開したのは、19世紀

後半に創設されたフ平ビアン協会に所属したウェップ夫妻である。ウェップ
夫妻は、すべての国民に最低限の生活水準を維持するための所得保障がなさ

れなければならないと主張し、労働条件が悪く生産性の低い産業で働いてい

る労働者の生産性・賃金を上げることが重要であるとした。

また、「ゆりかごから墓場まで」といわれる近代福祉国家の礎を築いたとさ

れるイギリスのベヴァリッジ報告 (1942年)におしヽても、ナショナルミニマ
ムの考え方を根幹とし、すべての国民に最低限の生活保障を行うことが国家

の義務として明確化された。

(2)日本におけるナショナルミニマムの議綸

1-2 日本におけるナショナルミニマムの保障は、日本国憲法 25条の「すべて

ナショナルミニマム研究会中間報告

平 成 22年 6月
ナショナルミニマム研究会

0は じめに

0-1 本研究会は昨年 12月 から本年6月 まで 10回 にわたり開催され、各委員か

らの発表を中心にナショナルミニマムの考え方等について議論を行つてきた。
以下は、これまでに各委員の意見がある程度一致したものを中心に、現段階
における本研究会としての考え方を中間報告として取りまとめたものである。

←2 ナショナルミニマムとは、国が憲法 25条に基づき全国民に対し保障する
「健康で文化的な最低限度の生活」水準である。これまではややもすると、

所得や資産等の経済的な指標だけで語られることが多かつたが、これらと人

間関係や社会活動への参加等の社会的な指標との関連を見ることが重要であ

、り、国民生活を多面的・複合的に捉える中で、ナショナルミニマムを確定し

ていく必要がある。

0-3 本研究会で議論してきたナショナルミニマムの考え方は、世界に例を見な
い少子高齢社会を迎えている日本において、貧困や格差を縮小し、地域で安

心して暮らせる豊かな社会を目指して、今後の社会保障や雇用のあり方を論
じる際には、生活保諄だけでなくあらゆる社会保障制度や雇用政策の設計の

根幹となるべきものである。

0-4 ナショナルミニマムの保障は、生活保護のみならず、最低保障年金等の所

得保障制度、最低賃金、子ども手当や住宅手当、様々な雇用政策、ヽ負担の応

能性の強化、低所得者の負担軽減等の包括的・整合的・重層的な仕組みを通
じて、実質的に有効なセーフティネットを構築することにより、実現が図ら

れる。

0-5 また、これからは社会保障を「コスト」ではなく「未来への投資」と位置
付ければ、社会保障と経済成長が共存共栄の車の両輪の関係となる。同時に、

社会保障が実質的な機会の平等を後押しし、多くの人がチャレンジできる環

境を整備することによつて、国民一人ひとりの能力を活かす「ポジティブ・

ウェルフェア」を推進す

^き
である。

0-6 近年、本々の生活に密着 した領域でのナショナルミニマムを不要とする議

論があるが、これは、国がナショナルミニマムの維持に対して、これまで必
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耐久財、貯金等の資産や、それらの背景となる生活習慣、社会関係などから

構成されていることに留意する必要がある。         、

2-2 このようなニーズのうち、日常消費する財・サービスの多くの部分や耐久

財は、個人や家族の裁量に属する生活費として把握され、その最低限が最低

生活費となる。しかしながら、最低限のニーズ充足には、上記財・社会サー

ビスのうち無償で提供される部分も含まれる。これを言い換えれば、ナショ

ナルミニマムは、一定の生活習慣や社会関係の下で必要となる最低生活費に

加えて、生活を成り立たしめるに不可欠な無償の財や社会サービスを考慮し

た基準ということになる。

(2)ミ ニマムと最適水準の関係

2-3 ナショナルミニマムは基本的に文字どおり「ミ■マム (最低基準)」 であ

り、最低生活費はその典型である。これに対して社会サービスとして提供さ

れる医療等については、「ミニマム (最低基準)」 を規定するだけでなく、提
供されるべきサービス水準について最適水準の保障が求められることもある。

ただし、実際にどの社会サービスについて最適水準が保障されるべきかや、

そのサービス水準に関しては様々な意見があり、さらに議論が必要である。

2-4 また、ナショナルミニマムの基準には、最低生活費に代表される量的側面

だけでなく、一定の社会的な生活習慣や人間関係、社会活動への参加等を保

障するという質的側面も反映されていることが必要である。

3.ナショナルミニマムの基準

(1)生活保護基準

3-1 「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するための最後のセーフティネ

ットとしての役割を期待されてきたのは生活保護制度である。

生活保護の基準のうち生活扶助基準は、最低生活費の中でも衣食のように

日常生活の中で通常発生するニーズに対応している。この生活扶助基準につ

いては、これまでマーケットパスケット方式、エンゲル方式、格差縮小方式

とその改訂方式が変遷 してきた。現在は、いわゆる水準均衡方式を前提とす

る手法により、一般低所得世帯との消費実態の均衡が適切に図られているか

否かを検証して改訂している。

ただし、一般低所得者の家計支出との比較において、低所得者の中には将

来に備えるために家計を切り詰める傾向もあるなどの指摘があった。単に家

計支出の額だけではなく、家計構造、消費内容、生活実態等の比較分析も必

要という意見もあった。                       ´

国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との規定に基

づくものである。

ただし、憲法 25条に規定する生存権の法的性格につしヽて、憲法学では抽象

的権利説が通説とされている一方、広範な立法裁量や行政裁量を前提として、

生活保護基準が実質的に最低生活費として位置付けられてきた。

1,3 このような憲法解釈上の論点は残しつつも、現実には社会保険を中心とし

て、最終的なセーフティネット機能を生活保護が担う形で、日本の社会保障

制度は構築されてきた。その点で指導的役割を果たしたのが、昭和 25年の社

会保障制度審議会による「社会保障制度に関する勧告」であった。

同勧告においては、憲法 25条の生存権を踏まえ、社会保障制度のあり方に

ついて、「困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障

の途を講じ、生活困窮に陥つた者に対しては、国家扶助によって最低限度の

生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉め向上を図り、もってすべ

ての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにす

る子とをいう」とし、本勧告を踏まえ、昭和 25年に事行の生活保護法が制定
された。また、本勧告は、今後のナショナルミニマムに関する機論において

も踏まえるべき内容を含んでいる。

1-4 我が国の戦後の社会保障は、昭和 36年の国民皆保険・皆年金の実現、昭

和 38年の老人福祉法の制定、昭和 48年の「福祉元年」などにより、高度経

済成長に伴い大きな骨格が形作られた。その後、時代が高度成長期から安定

成長期に移行し、少子高齢化が進む中で数々の制度改正が実施されてきた。

1-5 そうした中で、近年の政府におけるナショナルミニマムに関する議論は、

本来の意義を拡大して、全国的に実施すべき施策の根拠として幅広く用いら

れることがある一方、反対に行政改革や地方分権の観点から、ナショナルミ

ニマムの水準・範囲を限定的に捉え、国による非効率なセーフティネットを

否定する文脈の中でも行われてきた。

2.ナショナルミニマムの考え方、構造

(1)ナ ショナルミニマムの基本構造

2-1 国民の様々な生活場面で発生するニーズのうち、「健康で文化的な最低限

度の生活」を維持するために必要なものという観点からナシヨナルミニマム

を捉えることができる。

ここでいうニーズは、個人や家族が日常消費する食料、被服、光熱水費、

医療、介護、保育、教育等の財や社会サービス、それらの基盤となる住居、
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(1)議論の背景 _   ｀

4-1 我が国の社会保障制度は、戦後経済の高度成長に伴い発展・充実してきた

が、一面では企業における終身雇用制や、性別役割分担の下での動労者世帯

モデルを前提とした仕組みであつた。ところが、近年、非正規労働者の増加、

単身世帯の増加等により、社会保障制度の網の目が粗くなるとともに、網か

ら落ちた人を行政が把握できなくなつており、同時に貧困や格差が社会問題

化している。このように社会保障制度は曲がり角の時代に来ており、全般的

な制度の再設計が必要となつている。

4-2 国が、昨年 10月 に相対的貧困率を、本年 4月 に本研究会にて生活保護基

準未満の低所得者世帯数の推計を報告したことは、これまでになかつた画期

的なこととして評価できるが、他方で遅すぎた感も否めない。こうした発表

がもっと以前から行われ、必要な対策が講じられていれば、ナショナルミニ

マムの担い手としての国に対する信頼感も、今ほど揺らいでいなかつただろ

う。

4-3 昨年公表した調査では子どもの相対的貧困率は 14.2%で ありOECD諸
国でも高い水準となつているが、子どもの貧困の問題への適切な対応を怠る

と、将来における貧菌の拡大や格差の固定化を招き、経済成長に負の影響を

及ぼすことにもなるため、ライフサイクルに即した予防的な施策により子ど

もの貧困を解消し、貧困の連鎖を遺断することが求められている。また、我

が国における自殺者数や路上生活者数の増加とその原因、さらには家庭崩壊

や医療崩壊といわれる実態についても、貪困問題を考える上で重要である。

これらの問題を把握するためには、適切な調査やその結果の公表が必要で

あり、本研究会では初めて生活保護基準未満の低所得世帯数の推計等が報告

されたが、今後とも定期的に調査・推計を行い、その動向を把握する必要が

ある。

なおt生活保護基準未満の低所得世帯数の推計方法については:貧困問題

を考える上での指標として、資産要件等について研究すべき点があるとの意

見があうた。

(2)生活保護の諸課題
‐

4-4 生活保護制度は、経済的 。社会的環境の変化に際しても、財政事情等によ

つて保護の認定・運用にばらつきが生じないようにすべきである。一方、保

護の適用に先立ち申請者自らの資産、能力その他あらゆるものの活用を求め

られる「補足性の原理」についてはこその考え方を維持することは必要であ

るが、これらの要件の運用に当たつては、年齢等外形的基準で機械的に判断

するのではなく、申請者の実態を十分に把握した上で判断されなければなら

3-2 近年、最低生活費の算定方法については、マーケットパスケット方式の改

良や手法の複合化に関心が高まつており、生活扶助基準の検証・評価に当た

つては、これまでの水準均衡方式を基本としつつ、ナショナルミニマムとし

て充分かという観点からも、マーケットパスケット方式も含めた新たな手法

による多角的な検証が必要ではないかとの意見がある。ただし、マーケット

パスケ

'卜

方式には、恣意性が排除できないt算定に時間がかかる等の問題

があることに留意する必要がある。

1最低生活費作業チ=ム (主査 :岩田委員)の中間報告 (別添 1参照)   |
1 1 低所得者の消費の実態から見た最低生活贅の分析の手法及び水準等  :
,_________― ―‐‐‐―‐―‐‐―‐―‐‐‐――――‐―――‐‐‐‐―‐―‐‐―‐‐‐――‐―‐‐‐‐‐――‐‐‐――‐―‐‐‐‐―‐‐―――‐―‐――‐」

(2)今後の展開

3-3 上記のような手法により検討される最低生活費は、生活扶助基準のみなら

ず、今後最低保障年金が導入された場合における年金水準の設定や、最低賃

金の設定にも活用するなど、社会保障制度等の共通の基準となることが考え

られる。また、社会保険料や医療費等の自己負担の上限の設定:さ らには課

税最低限の設定などにも最低生活費の水準が影響を及ぼすこととなる。この

ような水準設定の考え方や具体的な方法については、さらに検討が必要であ

る。

3-4 前述のとおリナショナルミニマムの基準には、医療・介護等の社会サービ

スの直接給付への配慮や、人間関係・社会活動への参加等に係る質的側面か

らの評価も重要であるが、これらの質的な基準作りについては今後の検討課

題である。日本では、諸外国に比べてこうした観点からの調査が質量ともに

不十分であるとの指摘があり、今後充実させていく必要がある。

3-5 なお、OECD基 準の相対的貧困率は格差指標の側面があり、国際比較や

時系列把握の点では意味があるが、実際にどのような生活像なのかが分かり

にくいという問題がある。

また、所得や消費による金銭的な貧目指標の問題点を補う概念として |『 相

対的剥奪」や「社会的排除」等の指標が重要である。相対的剥奪は社会的に

共有された生活様式 (栄養、衣服、住宅等の物的標準だけでなく、雇用、教

育、レクリエーション等の社会活動を含む)｀ を充足できない所得レベルを貧

困と捉える考えであり、社会的排除は貧困を社会関係からの排除を含めて把

握する場合に、近年使われ始めた概念である。

4.ナショナルミニマムの保障のための施策
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ての生活保護は、他の関連施策のあり方によって、その役割も変化すること

となる。

また、勤労権の保障に関して、就労支援の要素を組み込んだ生活支援をナ

ショナルミニマムの基礎に置くべきとの指摘がある。さらに、憲法 25条の生

存権の基準は、13条の個人の尊厳や 14条の平等の原則により規定されるとと

もに、27条の勤労権を踏まえれば、最低限度の生活が労働によって維持され

るよう、保障すべきであるという考え方もある。

4-8 「雇用融解」とも『雇用壊減」とも言われる状況の下、生活しうるに足る

最低賃金の確保など、雇用分野におけるナショナルミニマムを充実させる必

要がある。また雇用保険や最低保障年金といった社会保険制度や、いわゆる

「第二のセーフティネット」の充実などを通じて、生活保護の手前で生活崩

壊を食い止め、生活保護に至らなくても生活の維持 。再建が可能になるよう

な各種制度の整備を早急に行う必要もある。また、国民の居住の権利に基づ

く住宅保障もナショナルミニマムの重要な一要素と考えられる。

具体的には、現在実施している無料の職業副練と訓練期間中の生活費を支

給する事業の恒久化に取り組むとともに、住居を失つた又は失う恐れのある

失業者等に家賃を支給 しながら就労支援を行う住宅手当の拡充や審査期間の

短縮化、手続きの簡素化、そして個別的な生活支援体制の整備などが課題に

挙げられる。

4-9 社会保険へのアクセス保障の観点から、社会保険料体系を応能負担型にし

て、低所得者に対しては税財源で補助する方式も考えられる。特に、公的年

金制度は、高齢者層の貧困削減に重要な役割を担つていることに鑑み、最低

保障年金の導入を含め、単身高齢者に代表される高齢者世帯の所得保障につ

いての検討が必要である。

4-10 ナショナルミニマムの保障に係る施策には、現金給付とサービス給付、

国民全体を対象とするユニバーサルな給付と低所得者等に対象を限定した給

付といつた分類がある。貧しい人々に限つて現金給付を行うと、かえつて格

差が拡大 してしまう「再分配のパラドックス」が存在し、サービス給付には

不正受給が生じにくいというメリットもあるため、現金給付だけでなくサー

ビス給付を重視すべきという意見もある。これらを踏まえてどのような制度

設計をしていくかが課題となる。      _

5.ナショナルミニマムの保障責任、国と地方の関係

(1)国の最終的保障責任

ない。

4-5 生活保護制度の目的は、最低限度の生活の保障とともに、自立の助長を図

ることにある (生活保護法第 1条 )。 いつたん生活保護を受給する状態になっ

ても、就労を阻害する要因が除去されれ:彙 就労促進などを通じて最低限度
の生活を超えて自立できるよう、生活保護にはトランポリンとしての役割も

期待されている。トランポリン型の生活保護制度にするためには、まずは丁

寧に就労阻害要因を除去することが必要である:

一方、従来、ともすれば「就労自立」とぃう成果を出そうと焦りすぎた結

果、日につかない疾患を見落とす、不安定就労に無理やり押し込めるなどと

いつた「指導」がなされ、本人の抑うつ状態を悪化させ、かえって自立から

遠ざけるなどの事例が散見され、本末転倒と言わぎるを得ない。また1過度

な就労指導や窓口における不適切な運用等が要因となつて生活保護基準未満
の低所得者世帯が多いのではなtヽかとの意見もあつた。

就労阻害要因が除去された後には、生活保護受給者について経済的自立や

生活保護からの脱却を促す必要があるが、有効求人借率が低迷する中で、必

ずしも就労促進が進んでいない状況にある」特に、稼得能力を有する方が多

いと考えられる「その他世帯」が急増する中で、福祉事務所とハローワークと

の連携や就労支援員を通じたサポー ト等により就労促進の強化を図る必要が

ある。また、自立助長の観点からは、経済面のみならず日常生活や社会生活

の面での被保護世帯の自立を容易にするための早期の対応も重要である。さ

らに、貧困の連鎖を防止するため、被保護世帯の子どもに対する学習等への

支援も必要である。           、

4-6 本研究会で初めて報告された生活保護受給者の自殺者数の実態調査によ

り、被保護者の自殺率は全国の自殺率よりも高い水準であることが明らかに

なつた。原因は様々であるが、一つの要素として精神疾患を有する方等が被

保護者には多いことが考えられることからこ福祉事務所や救護施設等におい

て生活保護受給者の精神的なケアに対応できる相談・支援体制を整備する必

要がある。            ,

(3)ナショナルミニマムの保障のための諸施策

4-7 ナショナルミニマムの構造やライフサイクル中の様々な社会的リスクに

対応 して、ナショナルミニマム保障は、生活保護のみならず、年金、最低賃

金、雇用保険、労災保険、医療保険、介護保険t保育等の児童福祉、住宅手

当、子ども手当等の関連する社会保障施策・雇用施策によつて重層的に確保

されている。生活保護をはじめとする各制度は、保障するニーズやリスクに

応じて制度設計され、給付水準も設定されている。

したがつて、他の社会保障施策等を補完する最後のセーフティネットとし

７
綱
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せて日配りすることが重要である。

6-2 絶対的貧困や相対的貧困、格差等に係る様々な指標があるが、統計調査デ

ータの特徴等の影響を受けることは避けられない。また、国民の生活ニーズ

は多様であり、一つの指標のみでは捉えきれない側面がある。このため、ナ

ショナルミニマムの状況に関する実態をできるだけ正確に把握し、国民にも

分かりやすい政策目標にするためには、複数の指標を複合的に参照すること

が重要である。    |
例えばEUにおける「社会的保護と社会的包摂に関する指標」(2∞8)では、

相対的貧困率t貧困の継続、所得分配率、・健康寿命、低学歴率t雇用率、医

療支出等14項目から構成されていることなどが参考となるが、我が国で用い

る具体的な指標の選択と組合せについては今後の検討課題である。

(2)ナショナルミニマムのPDCA
6-3 ナショナルミニマムに関しては、いわゆる「PDCAサイクル」を適切に

回していくことが求められる。ナショナルミニマムの指標・基準を設定し、

それを保障するための施策を策定 〈P)して終わりではなく、当該施策を実

施し (D)、 施策のインプットだけでなくアウトプットを測定し (c)、 指標・

基準・施策を改善する (A)と いう作業を経続的に繰り返していかなくては

ならない。

具体的には、5年 ごとに行われる生活保護の基準の検証に合わせて、ナシ

ョナルミニマムに関する各種の指標 ,基準についても検証していくことが現

実的であろう。

17.貧困・格差是正と経済成口

(1)社会保障と経済成長       ・

7-1 社会保障が実質的な機会の平等を後押しして、多くの人がチャレンジでき

る環境を整備すⅢば、広く国民全体の能力を活かすことができる。福祉的な
サポートやセーフティネットの整備にょって多くの人の能力が引き出されて
いけば、就業の促進を通じた経済成長の基盤作りにもなる (「ポジティブ・ウ

ェルフェア」).

社会保障を充実させるには国民負担の増加が必要となるため、経済成長に

はマイナスであるとの意見もあるが、高度経済成長期の日本や近年の北欧諸

国では、経済は好調であるとともに分配も平等という事例もあり、効率性と

公平性が常にトレー ドオフの関係になるとはいえない。また、効率性を高め

ることで社会全体のパイの大きさを拡大することによつて、より適切な社会

保障を用意することができる。これらの点についての更なる経済分析につい

5-1 前述のとおり、ナショナルミニマムは国が憲法 25条に基づき全国民に対
し保障する「健康で文化的な最低限度の生活」水準であり、最終的な保障貴

‐
任は文字どおり国が負つている。それゆえに、国民の生命・生活に重大な影
響を及ぼす場合や国を挙げて取り組むべき緊急かつ重要な施策に関わる場合
などに、国が規定すべきナショナルミニマムの考え方については、国と地方
自治体の役割分担の前提として議論されるべきものである。また、社会サー
ビ不給付 (保育等)についての施設の設置・運営基準等についても、こうし
た考え方を踏まえる

^き
である。

ただし、国がナショナルミニマムを規定するに当たっては、国民・住民の

意見、あるいは地方自治体等の意見を十分に踏まえるような仕組みを考える
ことも必要である。

|

(2)地方自治体、民間等との連携及び役割分担
5-2 ナショナルミニマムの保障及び更なる生活水準の向上めための施策の実

施に当たつては、「地域住民の生活の向上」という共通の目的に向けて、国と

地方自治体のみならず、独立行政法人、社会福祉法人、医療法人、特例民法
法人、NPO法人、株式会社等の多様な主体の適切な役割分担と協力により´

取り組まれている。最近では「新しい公共Jの概念も登場している:

5-3 「地域のことは地域の住民が責任を持つて決めることができる」という地

域主権の実現は積極的に図られるべきであるが、あくまでもナショデルミニ
マムに上乗せされる形で地方の独自性が発揮されなければならない。
例えば、住民の立場から地方自治体を競わせ、底上げを図ることで標準レ

ベルを上げていくことが考えられる。ただし、弱い立場に置かれている少数

者の意見は地方単位にばらしてしまうと埋もれがちであるので、全国レベル

でそれらの意見をくみ上げるめは国の重要な役割であり、また、社会保障あ

水準を高めるべく努力している地方自治体が損をして、そうではない地方自

治体が得をするこ|がないように、社会保障の水準が高し`地方自治体が報わ

れるような仕組みが必要という考え方もある。

6.貧困、格差等の概念・指標tナショナルミニマム

(1)貧困、格差等の概念・指標

6-1 貧困や格差の実態把握に当たつては、これまではややもすると、金銭所得

や資産保有の状況など金銭換算可能な指標を中心に捉えられがちであつたが、

多面的な生活の実態をより正確に把握し「人間らしい生活」の内容をイメー
′

ジできるためには、健康状態、社会的対面、家族関係や人間関係、社会活動
への参加、社会サービスヘのアクセス等の相対的剥奪や社会的排除にも、併

０
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(別添 1)最低生活費作業チーム (主査 :岩田委員)の中間報告

(別添2)経済損失推計作業チーム (主査 :神野委員)の中間報告

につきましては厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご参照くださ

い 。

http://www.mhi■ gQ"/shingi/2∝ 0/06/s0623■ 2.ht田 l

ては、今後の検討課題である。

7-2 ただし、貧困や格差の問題を是正するためには、社会保障関係支出の増加

が不可欠であるが、前述のとおり、貧しい人々に限定した現金給付が大きい

ほど格差が拡大する「再分配のパラ ドックスJが存在するという意見もある。

貧困や格差を是正し、かつ経済成長を実現させるためには、現金給付だけ

でなく現役世代に対する社会サ
=ビ

ス給付を充実させることも必要である。

特に産業構造における知識集約型産業やサービス産業今のシフトが今後より

―層進展することを考慮すれば、労働市場の弾力性を確保した上で、再教育

や再訓練によつて失業者を成長産業へと移行させる積極的労働市場政策を推

進することが重要である。

(2)未来への投資としての社会保障

7-3 したがって、今後は社会保障を「コス ト」ではなく「未来への投資」と位

置付ける必要がある。特に医療、介餞、保育等の分野は今後確実な需要の増

大が見込まれ、大きな成長が期待されるとともに、地域における雇用創出効

果も極めて高いことを再認識すべきである
`そ

うであれば、これまで給付削

減目裸が設定されることの多かつた社会保障分野について、今後は給付や利

用者数の増加、「投資のリターン」等を目楳にする方が馴染むと考えられる。

1経済損失推計作業チーム (主査 :神野委員)の中F・7報告 (別添2参照)  |
| 。 貧困層に対する積極的就労支援対策の効果の推計等         |
|                                    |

8.おわりに

8-1 以上、本中間報告は現段階における本研究会としての考え方を取りまとめ

たものであるが、もとよリナショナルミニマムに関しては非常に幅広い観点

から国民的議論がなされるべきテーマであり、短期間で議論を尽くすことは

現実的に難しく、今後の検討課題とした論点も残つている。

しかし、新たな時代に対応 した社会保障の再構築を図つていくためには、

その根幹をなすナショナルミニマムの基準や指標についての確定が重要であ

り、その具体的作業を早急に行つていく必要がある。また、こうした作業を

前提に、国はナショナルミニマムの維持に常に注意を払うことで、国民の信

頼を高めていくことを期待する。

(以上 )



資料 2

社会保障制度に関する世論調査
について

「高齢期における社会保障に関する意識等調査」

「社会保障制度に関する特別世論調査」´

「社会保障制度に関する国民意識調査」

平 成 22年 11月 22日
内閣官房社会保障改革担当室 |
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調 査 の 概 要

1 調査の目的

高齢化の進展に伴い、我が国の社会保障給付費は毎年増加を続けており、そのうち約 7割

が年金、高齢者医療、介護をはじめとする高齢者に対する給付となつている。

そこで、本調査においては、老後生活のイメージや生計の手段、生きがいなどの国民の意

識を調査するとともに、老後生活に関わる社会保障制度等に対する考え方を調査することに

より、今後の厚生労働行政の企画・立案のための基礎資料を得ることを目的とした。

2 調査の対象

平成 18年国民生活基礎調査 (所得票)の対象単位区から無作為に抽出した360単位区

内のすべての世帯の20歳以上の世帯員を調査対象とした。

3 調査の実施日

平成 18年 7月 13日 (木 )

4 調査事項

(1)性 。出生年月

(2)老後生活のイメージ、老後の不安、老後の生計の手段、老後の生きがい、老後生活

と社会保障の関係、今後の社会保障の綸付と負担の関係等

5 調査の方法

あらかじめ調査員が配布した調査票に、調査対象となつた世帯員が自ら記入し、後日調査

員が回収する方式 (留置自計方式)に より実施した。

6 調査の系統

厚生労働省 ―― 都道府県 福祉事務所 ――――調査員………―世帯員

8 集計客体の性 。年齢階級別客体数

上段 :世帯員数

総 数 29歳以下 30-39月露 4Cl～ 49歳 50-59虜曳 60-69月員 70歳以上 (1ヨヨ1,嘔ι,
65歳 2t L

稔  繁 11,08(
100 `

1,30(
11 メ

1,753
15_Я

1,73[
15_`

1,87[

16 G
2,28g
,O F

3,213
,O n

男性計 5,261

100.(

913
17 `

1,4Z0

27.1

女性計 5,82〔
lnn `

1,06]

18 2

1,301
,, コ

1,785

L_二ゃ型区及び糟祉」
事務所を設置する町村

7 回収書体数及び集計書体数

回収客体数 集計客体数

11, 227人 11,086人

-1-



調 査 結 果 の 概 要

1 老後感

。「老後生活」のイメージは 5割以上が年金受給生活

老後の生活といつた場合、どういう生活を思い浮かべるかについては、「年金を受給するよ

うになつた生活」が最も多く54.3%、 次いで「老化に伴い体の自由がきかなくなつた生活」が

26.3%、 「仕事から引退 したり、仕事を人に任せるようになった生活」が24.0%、 「子どもが結

婚 したり独立した後の生活」が21.2%と なつている。性別にみると、男性女性ともに「年金を

受給するようになつた生活」の割合が最も多くなっているが、次に多いのは、男性では「仕事

から引退したり、仕事を人に任せるようにならた生活」で32.0%と なっているのに対し、女性

では「老化に伴い体の自由がきかなくなつた生活」が28.3%と なつている。

図 1 「老後の生活」で思い浮かべる生活 (複数回答)

●●I●と死用

子ともが縮婚・独立

子どもが世帯主

年会を受綸

体が不自由

生議現像

その他

わからない

不諄

年齢階級別にみると、いずれの年齢層においても「年金を受給するようになった生活」が最

も多くなっているが、若い世代では、その割合は小さく、「仕事から引退したり、仕事を人に

任せるようになつた生活」や 「子どもが結婚したり独立した後の生活」が多くなっている。

また、高年齢層では、「老化に伴い体の自由がきかなくなった生活」や「配偶者と死別 した

生活」の割合が多くなっている。さらに、「生涯現役と考えているので、現役と特に変わると

ころはない」の割合についてみると、高年齢層で大きくなつている。

表 1 年齢階級別にみた「老後の生活」で思い浮かべる生活 (複数回答)

29餞 以下

30～30■

40～ 49繊

50～ 59彙

00～60●

70● 以上

(口,65●以上
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2 老後とは何歳からか

。老後は 「65歳からJ、 と 「70歳からJ に分かれる       .
何歳ぐらいから老後と考えるかについては、「70歳から」が32.8%、 「65歳 から」が28.5%と 、

ほぼ同じ割合になっている。

年齢階級別にみると、若い世代では「60歳から」のFll合 が多くなっているのに対し、高年齢

層では、「75歳 から」「80歳 から」の割合が多くなっている。

図2 何歳から老後と考えるか

3 老後の不安                                、

・健康の問題が一番

老後において不安に感 じるものは「健康の問題」の割合が最も多く47.4%、 次いで「生活費

の問題」が33.3%と なっている。       ‐

年齢階級別にみると、若い世代においては「生活費の問題」の割合が多くなつているのに対

し、高年齢層では「健康の問題」の割合が多くなっている。   ′

図4 年齢階級別にみた老後において最も不安に感じるもの

総数

20歳以下

30～30歳

40～40●

50～69繊

60～69歳

フ0'以上

13)● 6歳以上

響i欄     |=レ■||■ 鑽 .:

隕
|ノ
te

詳猾■籾

1艦躙■■■■〕1111111 幅 ]鸞鷹■‖習

l●

「「
■●1 0ooo● |● Jら■がヽ●

'blぶ `■ '●

●卜|●●|● ●■ ●その■ ●わからない:■
■ 諄 |

図3 年齢階級別にみた何歳から老後と考えるか

嗜         醐        _       晰

29臓以下

30-30●

40～49慮

60～ 69■

60～60●

70●以上

α

“

6●以上

II曇壼0生活費口住居0家族とのつながり9事
=ヵ

い日本要なし轟その他苗うからない1不諄|

1● 56●●■ら|"歩 から口0●●●1970,から口zl●から●B●●μ■ 回そ0● 口ゎからない 1不 :唾 i
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4 就労希望年齢

・少なくとも「70歳まで」は働きたいとする者が約3割

何歳まで働きたいかについては、「65歳 までJと する者の割合が268%、 「60歳まで」とする

者が22.3%、 「70歳 まで」とする者が16.4%と なっている。

年齢階級別にみると、年齢が高くなるにつれて、働きたいとする年齢が高くなっている。

図5 就労希望年齢

5 老後の働き方

。日数や時間を減らしたいとする者が約 5割

老後に働 く場合、どのような働き方を希望するかについては「働く日数を減らしたり、時

間を短くして働きたい」の割合が516%、 「老後は働かずに過ごしたい」力S28.9%、 「現役世

代と同じようにフルタイム働きたい」とする者は5.6%と なつている。     _

図6 希望する老後の働き方

|二:瞳選1_二 _二J」El
●||● まで      口

'●

●●マ      ロ
'|●

,マ
ユ■■●2● Lた い ●わからない    ●不 ■ _

表2 年齢階級別にみた就労希望年齢

口現 役 と口じ 0日 政や時間を減 らしたい 日働かずに過ごしたい ●そあ他 口わ か らない ●不鮮 |

総  数 ,5曲まで 60歳まで も歳まで 70歳 まで 75戯まで 10彙まで その他 も
い わかられ .

不  鮮
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6 老後の収入源

・最も頼 りにするのは公的年金

老後の生計を支える手段として最も頼りにする (1番 目に頼 りにする)収入源は、「公的年

金による収入」の割合が最も多く64.3“、次いで「本人や配偶者の就労による収入」が15.2%と

なっている。

年齢階級別にみると、高年齢層では「公的年金による収入」が約 8割近くを占めているが、

若い世代では f本人や配偶者の就労による収入J「貯蓄または退職金の取り崩し」など、「公

的年金による収入」以外の比率が多くなっている。                 .

図7 老後生活を支える主な収入源

これを世帯の生活意識の状況別にみると、ゆとりがあると感じている世帯層では「勤務先の

企業年金」「貯蓄または退職金の取り崩し」の割合が多くなっているのに対し、苦しいと感じ

ている世帯層では「公的年金による収入」の割合が多くなっている。

世帯の生活意識の状況別にみた老後生活を支える主な収入源
９図

　

“

|=章 A:『 .・ fr.・ご菫り
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図8 年齢階級別にみた老後生活を支える主な収入源
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また、 1番 目に頼りにするものと2番 目に頼りにするものの組み合わせをみると、「公的年

金による収入」と「貯蓄または退職金の取り崩し」を選択した者の割合が、23.牢 と最も多く

なってお り、次に「不詳」を除くと「本人や配偶者の就労による収入Jと 「公的年金による収

入」を選択した者が8.4と 多くなっている。

表3 考後生活を支える主な収入源として1番目に籟りにするものと2番目に級りにするものの組み合わせ

7 老後の生きがい

・老後の生きがいは教養・趣味を高めること

老後の生活の中で生きがいを感じることは「教養・趣味を高めることJの割合が最も多く、

44.4、 次いで「家族との団らん」が41.8“、「子どもや孫の成長」が41.7%と なってぃる。

性別にみると、男性は「教養・趣味を高めることJの割合が44.5%と なっており、女性は「子

どもや孫の成長」の割合が45.3%と なつている。また「働くこと」「スポーツをすることJの
割合は、男性の方が多く、「子どもや孫の成長」「家族との団らん」「友人や地域の人との交流」

の割合が女性の方が多くなつている。          .    ‐

図10 老後の生きがい (複数回答)
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年齢階級別にみると、若い世代では「教養 。趣味を高めること」「スポーツをすること」の

割合が多くなっているのに対し、高年齢層では「友人・地域の人との交流」「地域活動への参

加Jの割合が多くなっている。

表4 年齢階級別にみた老後の生きがい (複数回答)

8 老後生活における子どもとの同・別居について

。子どもとの同居希望が減少傾向

現在、子どものいる者について、老後生活での子どもの同居意識をみると、同居を希望する

割合は30.0%と なっており、過去の調査結果と比べると、減少傾向となっている。     1
同居を希望する者の内訳をみると、条件なしで「同居したい」とする者の割合が18.0%、 「元

気なうちは別居し、病気になったら同居したい」が8.0%、 「配偶者がいなくなったら同居した

い」が4.0%と なってぃる。一方、別居を希望する者の割合は51.5%で、その内訳をみると、条

件なしで「,1居 したい」が10.1%、 「子どもが近くにいれば別居してもよい」が41.4%と なって
いる。                                   ,、

図 11 老後生活における子どもとの同・別居について
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年齢階級別にみると、若い年代では「子どもが近くにいれば別居してもよいJ「別居したい」

の割合が多くなっているのに対し、高年齢層では「同居したいJ「元気なうちは別居し、病気

になったら同居したいJ「配偶者がいなくなったら同居したいJの割合が多くなつている。

図 12 年齢階級別にみた老後生活における子どもとの同・別居について

9 年をとつて生活したいと思う場所
。年をとつて配偶者がいなくなり二人となった場合は、在宅で生活したい

年をとって「配偶者がいなくなリー人となつた場合」にどのような場所で生活したいかにつ

いては「これまマ住み続けた自分の家Jや 「子どもと同じ家Jな どの在宅での生活を望む者が

80.9%と なつている。                                .
年齢階級別にみても、すべての年代で「住み続けた自分の家」の割合が大部分を占めている。

図 13 年をとつて生活したい場所 (配偶者がいなくなり,人となつた場合)
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・介護を必要とする場合は、在宅で生活したい

年をとって「介護を必要とする場合Jに どのような場所で生活したいかについては、「これ

まで住み続けた自分の家」や「子どもと同じ家Jな どの在宅での生活を望む者の割合が37.9%、

「老人ホームなどの施設Jの割合が27.1“、「病院などの医療機関」が17.31と なっている。

年齢階級別にみると、70歳以上において、特に「これまで住み続けた自分の家」での生活

を望む割合が多くなつている。

図15 年をとつて生活したい場所 (介護を必要とする場合)

。人生の最後をむかえるときは、在宅で生活したい

年をとって、「人生の最後をむかえる
`と

きJに どのような場所で生活したいかについては、
「これまで住み続けた自分の家」や「子どもと同じ家」などの在宅を望む者が41.4%(「 病院

などの医療機関Jが 25.0%と なっている。

年齢階級別にみると、特に70歳以上において「住み続けた自分の家」「子どもと同じ家」
の割合が多くなっているのに対し「病院などの医療機関Jの割合が少なくなっている。

図17 年をとつて
=活

したい場所 (人生の最後をむかえるとき)

図18 年齢階級別にみた年をとつて生活したい場所 (人生の最後をむかえるとき)
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10 自宅で介護される場合の状況
。家族とホームヘルパーなどの外部の者からの介護を受けたい者が約6割

年をとつて介護が必要となり、自宅で介護を受ける場合については、家族とホームヘルパー

などの外部の者からの介護を受けたい者が約6割 を占めており、その内訳は「ホームヘルパー

など外部の者の介護を中心とし、あわせて家族による介護を受けたいJと する者が35.8%、 「家

族の介護を中心とし、ホームヘルパーなど外部の者も利用したいJが 28.1%と なつている。

図 19 自宅で介護されるとした場合、どのような介護をされたいか
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年齢階級別にみると、若い世代においては「外部を中心とし、家族にも介護を受けたいJの
割合が多くなっているのに対し、高年齢層では「家族を中心とし、外部のものも利用」の割合

が多くなつている。

図20 年齢階級別にみた自宅で介護されるとした場合、どのような介護をされたいか
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11 老後生活と社会保障 〈年金、医療、福祉など)の関係について

。足 りない部分は社会保障でみてもらいたいが過半数

老後と社会保障の関係については「老後の生活の準備は、まず自分でするが、全部はできな

いので、足りない部分は社会保障でみてもらいたい」とする者が51.1%と 過半数を占めている。

平成 12年の調査と比較すると「老後の生活の準備は:ま ず自分でするが、全部はできない

の■、足りない部分は社会保時でみてもらいたい」とする者の割合は51.弔から51.1%と ほぼ横

ばいであるが、「将来のことは予測できない面があるので、自分で準備するといつても限界が

ある。社会保障のための負担が重くなってもよいから、老後の生活はなるべく社会保障でみて

もらいたい」とする者が20.3%か ら2o.9"と 増加している。

図21 老後生活と社会保障の関係について

昭和58年

平成4年

平成12年

平成18年
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年齢階級別にみると、若い世代においては「老後の生活は自分が考えるべきで、若いときか

らその準備をする。社会保障にはあまり期待しない」の割合が多くなっているのに対し、高年

齢層では「将来のことは予測できない面があるので、自分で準備するといっても限界がある。

社会保障のための負担が重くなってもよいから、老後の生活はなるべく社会保障でみてもらぃ
たい」の割合が多くなっている。

図22 年齢階級別にみた老後生活と社会保障の関係について
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12:重要だと考える社会保障の分野について

。老後の所得保障 (年金)を重要だと考える者が7割

重要だと考える社会保障の分野は、「老後の所得保障 (年金)」.の割合が72.01、 次いで「老

人医療や介縦Jが 56.6%、 「医療保険」が37.4%、 「育児支援 (保育、乳児医療、総合的な少子

化対策など)」 が34.1%と なっている。

図23 重要と考える社会保障の分野 (複数回答)

老■のは l■e)

老人目薇や介饉

青児支援

■薇保膜

●Aの保持・uraど

●●●●社

生活保■

層用檀保や失彙対策など

その袖

年齢階級別にみると、若い世代では「育児支援 (保育、乳児医療、総合的な少子化対策など)」

「雇用確保や失業対策などJの割合が多くなつているのに対し、高年齢層では「老後の所得保

障 (年金)」 「老人医療や介護」「健康の保持・促進などJが多くなっている。

表5 年齢階級別にみた重要と考える社会保障の分野 (複数回答)
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・育児支援を今後充実させていく必要があると考える者が4割

今後、更に充実させる必要があると考える社会保障の分野は、「育児支援 (保育、

総合的な少子化対策など)Jの割合が42.7%、 次いで「老人医療や介護」が36.5%、

得保障 (年金)」 が35.2%と なつている。

図24 今後、充実させるべきと考える社会保障の分野 (複数回答)

匡燎保険

健康の保持・促遭など

障害者福祉

生活保餞

燿用確保や失彙対策など

乳児医療、

「老後の所

年齢階級別にみると、若い世代では「老後の所得保障 (年金)」 「育児支援 (保育、平L児医

療、総合的な少子化対策など)」 の割合が多くなっているのに対し、高年齢層では「健康の保
持・促進などJの割合が多くなっている。

表6 年齢階級別にみた今後、充実させるべきと考える社会保障の分野 (複数回答)
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13 社会保障の給付と負担について

。現在程度の給付水準を維持する必要があり、少子高齢化に伴 う負担増はやむを得ないと考

える者が約 3割 5分

社会保障の給付と負担については、「少なくとも現在程度の給付水準を維持する必要があり、

少子高齢化に伴 う負担増はやむを得ない」とする者の割合が35,2%、 次いで「少子高齢化に伴

う負担増は極力抑制し、そのために必要な給付の見直しもやむを得ない」が23.8%と なってい

る。

年齢階級別にみると、若い世代では「少子高齢化に伴う負担増は極力抑制し、そのために必

要な給付の見直しもやむを得ない」の割合が多くなっているのに対し、高年齢層では、「少な

くとも現在程度の給付水準を維持する必要があり、少子高齢化に伴 う負担増はやむを得ない」

の割合が多くなつている。

図25 社会保障の給付と負担について
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これを、世帯の家計支出額 (月 額)別にみると、家計支出額が多くなっていくにつれて「少

なくとも現在程度の給付水準を維持する必要があり、少子高齢化に伴う負担増はやむを得ない」
の割合が多くなっているのに対し、家計支出額が少なくなるにつれて「現在以上に負担水準が

上がらないようすべきであり、そのためには給付水準を大幅に引き下げてもやむを得ない」の

割合が増加傾向にある。

図26 世帯の家計支出額 (月 額)別 にみた社会保障の給付と負担について

10万円余璃

10万円 ～ 20万円未満

20万 円 ～ 00万円未満

00万円 ～ 40万 円未満

ω万円 ～ 50万円未満

50万円 ～ 00万円未満

∞万円以上

口■IE増 はやむ

=得
ない●■●●は抑鋼し、綸付の■亡しもやむを0ない ●綸付水準のうに下げはやむを得■しヽ 口その40口 わからなしヽ 1下 諄 |

※世市の家計文出額が不辞の世書を瞼く



14 少子高齢化が進行する状況での、社会保障の負担の考え方について
。今後、見込まれる負担増については、現役世代が負担すべき、高齢者の負担増はやむを得

ないとする者がそれぞれ2～ 3割

少子高齢化が進行する状況においての、社会保障の負担の考え方について「高齢者の負担は

現状程度で留めるべきであ,り 、少子高齢化による負担増は、現役世代が負担すべきである」と

する者の割合が30.2%、 次いで「現役世代の負担の上昇を緩和するためには、高齢者の負担が

今より重くなつてもやむを得ないJと する者が、22."と なつた。

図27 少子高齢化が進行する状況での、社会保障の負担の考え方について

年齢階緩別にみると、若い世代では「現役世代の負担の上昇を緩和するためには、高齢者の

負担が今より重くなつてもやむを得ない」の割合が多くなつているのに対し、高年齢層では「高

齢者の負担は現状程度で留めるべきであり、少子高齢化による負担増は、現役世代が負担すべ

きである」「高齢者の負担は現状でも重いので負担を引き下げ、現役世代の負担を大幅に増や

すべきである」が多くなっている。

図28 年齢階級別にみた少子高齢化が進行する状況での、社会保障の負担の考え方について
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これを世帯の所得階級別にみると、所得階級があがるにつれて、「現役世代の負担の上昇を

緩和するためには、高齢者の負担が今より、重くなつてもやむを得ない」の割合が多くなってい

るのに対し、所得階級が下がるにつれて、「高齢者の負担は現状でも重いので負担を引き下げ、

現役世代の負担を大幅に増やすべきである」が多くなっている。

図29 世帯の所得階級別にみた社会保障の負担の考え方について
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